
行政不服審査制度検討会（第５回）議事録 

 

１ 日時 平成19年1月30日（火）10時～12時 

 

２ 場所 総務省第４特別会議室 

 

３ 出席者 

（参集者）小早川光郎座長、稲葉馨座長代理、今川晃先生、小幡純子先生、高橋滋先生、

中川正晴先生、雛形要松先生、藤村誠先生、前田雅子先生、水野武夫先生、

山本隆司先生、和久井孝太郎先生（座長、座長代理以外は五十音順） 

（総務省）石田行政管理局長、宮島官房審議官、上村行政情報システム企画課長、水野

行政手続・制度調査室長、佐竹行政手続・制度調査室課長補佐、平野行政手

続・制度調査室課長補佐 

 

４ 議題 

（１）開会 

（２）主な論点に関する検討資料（第５回検討会用）について 

（３）フリートーキング 

（４）閉会 

 

５ 議事録 

【小早川座長】   

それでは、まだ９時５９分だと思いますけれども、皆様おそろいですので。それでは、

行政不服審査制度検討会第５回会合を開催いたします。今回は主として処分に関する新た

な救済態様について検討していただきたいと思いますが、お手元の資料について水野室長

からまずは御説明をお願いします。 

【水野室長】   

今回の資料ですが、議事次第のほか、資料１として｢主な論点に関する検討資料（第５回

検討会用）｣、資料２として｢今後検討を要する主な論点について｣、資料３として座長と御

相談の上で前回の議論を踏まえて修正した「主な論点に関する検討の方向性（第４回検討

会終了時点）」、資料４として「前回(第４回)の議論における指摘事項」をお手元にお配り

しておりますので御確認ください。また、前回までにお配りした資料などは卓上に用意し

ております。以上でございます。 

【小早川座長】   

以上につきまして何かございますか。よろしいでしょうか。はい。 

 それでは、本日の議題に入ります。今日は今の資料１に基づきまして、項目５の「処分
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に関する新たな救済態様」、それと、２の中の、不作為に対する不服申立ての取扱い、これ

もそうですね。それにつきまして、御議論をいただきたいと思います。前回も申しており

ますが、資料につきましては、今後御議論を踏まえて追加・修正するとともに、他の論点

についての資料も追加していく予定であります。 

 では、資料１の内容につきまして、事務局から説明をお願いします。 

【水野室長】   

資料１について御説明申し上げます。まず表紙から御覧ください。今回は、５の「処分

に関する新たな救済態様」について御議論いただければと考えております。資料の内容に

ついては、時間の都合もあり、かいつまんでの簡単な説明で失礼させていただきますが、

１ページから御覧ください。この２の「申立ての種類及び審理の基本構造」の「（５）不作

為に対する不服申立ての取扱い」につきましては、第２回検討会の際に５の「処分に関す

る新たな救済態様」を検討する際にあわせて検討することとされたものであることから、

今回改めて検討の対象としております。 

 １ページでございます。今後検討を要する論点としまして、「不作為に対する不服申立制

度をどのように位置付け、どのように規定するのか」という論点につきまして、検討の方

向性としまして、案１、案２を用意しております。案１は、「不作為は、申請から相当期間

の経過により何もしないという状態を作り出していることから、期間を経過した不作為に

対する不服申立てについては争訟手続と位置付け、その審理手続については行政不服審査

法において定める。この場合、処分庁に上級行政庁があるときは、上級行政庁が処分庁に

対して一定の処分をすべき旨を命ずる形式の裁決を認めてはどうか」としております。ま

た、「処分庁に上級行政庁がないときは、現行の異議申立制度のような特殊類型として不作

為庁が審理を行い、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示

さなければならないとしてはどうか」としております。 

 ２ページでございます。案２でございますが、「不作為に対する不服申立てについては事

前手続と位置付け、現行行審法の不作為に関する規定を削除し、行政手続法の以下の規定

を活用する」としておりまして、例えば、行政手続法第６条の「標準処理期間設定の努力

義務」、第７条の「申請に対して遅滞なく審査を開始する義務」、「形式要件を満たさない申

請に対して速やかに補正又は処分の拒否をする応答義務」、第９条第１項の「申請者の求め

に応じ、審査の進行状況及び処分の時期の見通しを示すよう努める義務」などの規定を挙

げているところでございます。 

 ３ページに入ります。「処分に対する新たな救済態様」でございますが、まず（１）とし

まして、「処分の名あて人本人による申立て」について検討しております。また、７ページ

以降で（２）として「第三者からの申立て」についても検討しております。 

 まず現行制度の御紹介でございます。現行制度は、処分についての審査請求が理由があ

るときは、裁決で、当該処分の全部又は一部を取り消し、事実行為については当該事実行

為の全部又は一部を撤廃することを命じ、裁決でその旨を宣言するとされております。こ
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の場合、処分庁の上級行政庁の審査庁は、当該処分を変更し、又は事実行為を変更すべき

ことを命じるとともに、裁決でその旨を宣言することもできるとされております。また、

処分についての異議申立ての場合でございますが、異議申立てが理由があるときは、処分

庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更するとされてお

ります。事実行為につきましては処分庁は、当該事実行為の全部若しくは一部を撤廃し、

又はこれを変更するとされております。審査請求、異議申立て、両方とも不利益に変更す

ることはできないということとなっています。 

 これに対しての問題の所在でございます。旧行審研の報告書でも指摘されておりますが、

「申請拒否処分等の場合、処分権限を有する行政機関に、何らかの行為を行うことを義務

付ける形式の裁決を明文化することで対応するべきではないか」でありますとか、「不利益

処分の差止めについては、行政手続法が規定する不利益処分に対する事前手続の適用を考

慮すべきである」といった指摘がなされているところでございます。 

 今後検討を要する論点としまして、論点５－１－①でございますが、「何らかの処分をす

べき旨を命ずることを求める不服申立てを規定するか。規定するとした場合、その対象を

どうするか」という論点につきまして、検討の方向性といたしまして、（ア）でございます

が、「申請拒否処分の不服申立てについて、一定の処分をすべき旨を命ずること求める不服

申立てを認めてはどうか」としております。また、（イ）で、「申請に対する不作為に対す

る申立てについては以下のいずれかにしてはどうか」としまして、案１、案２を用意して

ございます。案１は、「申請に対して一定の処分又は事実行為をすべき旨を命ずることを求

める不服申立てを認める」とするもの、案２は、「事前手続と位置付け、現行行審法の不作

為に関する規定を削除し、行政手続法の規定を活用する」というものでございます。 

 その次の論点でございますが、「一定の処分をすべき旨を命ずることができる裁決権者に

は限定があるか」という論点につきましては、「処分庁の一般監督権を有する上級行政庁で

ある場合に限り、できることとしてはどうか」としております。 

 その次の論点５－１－③でございますが、「裁決権者が処分庁に新たな処分をすべき旨を

命ずるのみならず、裁決権者自らが新たな処分をすることを認めるか否か」という論点で

ございます。これにつきまして、現行法の第４０条第５項に上級行政庁の審査庁は裁決で

当該処分を変更できるという規定がございまして、その変更できるとの解釈につきまして

は、行政実務上明確になっていないというのが実状ございます。なお、主要な学説としま

しては、「上級行政庁が処分の変更を命じ得ることを前提としつつ行審法上は救済の確保の

観点からこれを一歩進め、審査庁の裁決自体で処分を変更することとしている」とするも

のや、「行審法の定めを代執行権の付与とまで読むことは一般的には困難」とする説などが

あると承知しております。この論点についての、検討の方向性でございますが、「上級行政

庁である裁決権者自らが、原処分の取消し及び新たな処分をすることも認め、行審法の規

定でそれを明確にしてはどうか」としているところでございます。 

 その次の論点でございますが、「一定の処分をすべき旨を命ずることを求める不服申立て
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について規定する場合、その認容要件をどう考えるか」というものでございます。検討の

方向性としまして、「申請拒否処分の不服申立てについては、当該申請拒否処分が違法又は

不当であり、当該申請に係る処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定

から認められるとき」としております。また、５ページでございますが、(イ)としまして、

「申請に対する何らかの処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときの不作為に

対する申立てについては、当該法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分がさ

れず、当該申請に係る処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から認

められるときを要件としてはどうか」としているところでございます。 

 ６ページでございます。論点５－１－⑤でございます。「審理手続については、取消裁決

と同一とするか、それともまた別の手続として規定するか」という論点につきましては、「取

消裁決と同一の審理手続を採ることとしてはどうか」としております。 

 その次の「不服申立適格は申請者限定でよいか」という論点につきましては、「申請拒否

処分の場合に認めるとすれば、取消し等の裁決と同様、申請者限定としてよいのではない

か」としております。 

 その次の「不利益処分をしてはならない旨を命ずることを求める不服申立てに関する規

定を設けるか」という論点につきましては、「不利益処分がされる前段階で問題となるもの

でありますから、事前手続と位置付け、行政手続法の規定の活用を考慮すべきとし、この

ような不服申立てを規定しないこととしたらどうか」としているところでございます。 

 ７ページでございます。（２）としまして、「第三者による申立て」について検討してお

ります。現行制度では特段の規定はございません。問題の所在としまして、行審研の報告

書などで指摘されていることでございますが、「第三者が別の者に対する不利益処分の義務

付けを申し立てた場合、原権限庁が不利益処分手続に入るかどうかを判断し、不利益処分

手続に入る場合、行政手続法所定の弁明・聴聞手続を行手法の参加人の規定により強化す

ることにより対応してはどうか」と指摘されております。また、「利益処分の差止めの申立

てについては、当該処分が行われる過程での第三者の参加について、行手法所定の公聴会

の開催等に関する参加手続をより強化する形で位置付けることにより対応してはどうか」

といった指摘がなされているところでございます。 

 その次の今後検討を要する論点のところでございますが、「第三者が別の者に対する不利

益処分をすべき旨を命ずることを求める場合など、一定の処分を求めるについて申請権が

認められていない場合における不服申立てに関する規定を設けるか」という論点につきま

しては、検討の方向性としまして、「作用法上申請権が認められていない第三者が、別の者

に対する不利益処分をすべき旨を命ずることを求めることは、処分がされる前段階におい

て、処分庁の職権発動を促すものであると考え、行審法ではこの類型の不服申立てについ

て規定しないこととし、聴聞に関する手続への参加に関する行政手続法の規定を活用する

こととしてはどうか」としております。 

 その次の「第三者が、別の者に対する利益処分をしてはならない旨を命ずることを求め
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る不服申立てに関する規定を設けるか」という論点についての検討の方向性でございます

が、このようなことは「作用法上認められておらず、利益処分がされる前段階で問題とな

るものであるから、事前手続と位置付け、申請に対する処分であって、申請者以外の者の

利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合に

は、当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならないとの、行政

手続法の規定を活用することを考慮すべきとし、利益処分をしてはならない旨を命ずる不

服申立てを規定しないこととしてはどうか」としております。なお、この８ページの上か

ら６行目のところでございますが、「不利益処分をしてはならない」とありますが、これは、

「利益処分をしてはならない」の誤植でございます。申し訳ございません。 

 その次の（イ）のところでございますが、「ある利益処分の申請に対し拒否処分がされ、

申請者から同処分に対する不服申立てがあった場合、当該処分がされないことを求める利

害関係人の第三者は、その不服申立手続において参加人として参加することにより、その

権利保護を図ってはどうか」としております。 

 この資料についての説明は以上でございますが、本資料での検討の方向性はたたき台で

ありますので、これについて様々な御意見を頂戴できればと考えております。事務局から

は以上でございます。 

【小早川座長】   

はい、どうもありがとうございました。それでは、今回も大きく論点ごとに分けて御意

見をいただきたいと思います。必要に応じて論点をまたいだ御発言ももちろん結構でござ

います。 

 それでは、まず順番で「２ 申立ての種類及び審理の基本構造」の「（５）不作為に対す

る不服申立ての取扱い」、これについていかがでしょうか。次の部分と連続するところがあ

りますけれども、一応この部分についてはいかがでしょうか。はい、高橋先生。 

【高橋先生】   

まず、質問です。後からも同様の表現が出てくるんですが、行政手続法の規定を活用な

いし強化するというふうに書いてあります。基本的に括弧の中に強化というのが入ってい

るんですが、これは要するに基本スタンスとしては行手法の規定はいじらないで運用を強

化するみたいなことで対応するというニュアンスなんでしょうか。その辺ちょっと教えて

いただければありがたいのですが。 

【水野室長】   

現行法の規定を用いることを活用と考えておりまして、現行法の規定では足りない場合

があるのではないかということについては、この検討会で御議論いただければと考えてお

ります。 

【小早川座長】   

そこはまあ、だから微妙なところですね。行政手続法の改正問題にまで正面から立ち入

ることは多分しないということでしょうが、ただ、ここでの行審法問題の審議の中でどう
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しても行手法の方はこれじゃまずいねという話がもし出てきたときにはどうなるのかって

いうのは、ちょっとそこは分からないですね。どういう形でそれを処理することになるの

かというのはね。そうでなければ、一応こういう抽象的な言い方で問題を外に投げ出して

おこうということ、というのはちょっと言い方が悪いかもしれませんが。はい、どうぞ。 

【稲葉先生】   

今の点ですけれども、そこは、こちらの改正法に入れないということであれば、ある程

度は議論して、場合によっては、最終的な報告といいますか、要綱案みたいなものには当

然入らないわけですけれども、中間報告なり何なりそういう形でとどめておくといいます

か、そういう必要があるのではないかと私自身は思いますけれども。 

【水野先生】   

ちょっとよく分からないのですが、例えば、今の議論で行手法の改正が必要であるとい

うふうに我々が結論付けた場合には、行手法の改正は可能なんですね。 

【水野室長】   

内閣法制局と協議する必要がございますが、行政不服審査制度の改正に伴う必然的な改

正であれば整備法で改正することは可能かと思われます。 

【小早川座長】   

今、室長が言われたのは多分、問題の本体はこっちにあって、その関連で若干の手直し

が向こうにも必要になるぐらいの、そういうものであれば、整備法でほかにも手をつける

という、その範疇の話なんでしょうけれどね。向こうを大幅に模様がえしてもらわないと

こっちの新築の家もうまく建たないよというような話っていうのは、ちょっと微妙かなと

思うんですけれどもね。行政手続法との関係というのはこの辺でも出てきますが、処分以

外のものについての取扱い、行政指導なんかの問題というようなところでは、また別の意

味でやっぱり両方の関係が問題になってくるでしょうね。それも予想されるところですが。 

【水野先生】   

そうであれば余計にということなんですが、この１ページの論点について、案１と２と

がありますね。私は案１で行くべきではないかと思います。つまり、期間を経過した不作

為に対する申立てについては、争訟手続と位置付けるべきではないかと思います。少なく

とも一定の期間、例えば標準処理期間を過ぎているということになれば、これはもう紛争

の領域に入っている。だから、不作為の違法確認訴訟だって可能なわけですから、そうい

うときになれば、もうこれは事前手続というよりも、争訟手続と位置付けて行審法の対象

だと考えるべきではないのかと思いますので、案１でいくべきではないか。 

 案２の、行手法のこういう規定を活用すべきだというⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳと４つあります。

このうちの３つはどうということはない話だと思います。実際に遅れるのは、ⅰ、ⅱ、ⅲ

の本体の審理が進まないというのが一番問題なわけですね。ⅳに進行状況などを示す義務

がありますが、しかし、それを示してもらったところで多少の促進になるかも分からない

けれども、それは決定的なものではない。要は審理の遅滞が問題になるだろうと思います
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ので、やはりこれは行審法の対象だということで考えるべきではないだろうか。もしこの

不作為を、不服審査、行審法の対象から外すということになりますと、後で議論する、義

務付けも差止めも行審法の対象から外れるということに必然的にならざるを得ないと思い

ますので、案１でいくべきではないかと思っています。 

【中川先生】   

同様の意見でございますけれども、私も案の１と２であれば、１の案でいくべきではな

いかと思います。今、水野先生が御指摘になったように案の２のⅰ、ⅱ、ⅲというのは簡

単にできることでもあり、義務規定ではありますけれども、強制力はそれほどない、訓示

的な義務が書かれていると思われますし、４番目の見通しを示す云々というのも現行法の

理由を示せというような規定とさして変わらないと思われますので、つまり先ほど強化と

いうことが問題になっておりましたけれども、強化しないと余り効力を発揮するものでは

ないのではないかと思われます。案の１の方で、争訟のもはや局面に入っているのではな

いかと思われるのは同感でありまして、この際、相当の期間という期間を何に求めるかと

いうのは個別法の世界に行くのかもしれませんが、それを経過した場合には申請を棄却あ

るいは拒否、そういった処分があったものとみなして審査請求の手続の中に取り込んで実

体判断をしてもよろしいのではないかと思われます。原処分庁が争訟手続と並行して原処

分を行うことも妨げないというふうにしておけば、この案の１の考え方でよろしいのでは

ないかというふうに考えます。 

【小早川座長】   

ちょっと今の最後に言われた、拒否処分とみなすという方式は、確かに制度設計として

はあり得るんですが、後で出てくる義務付け的な、これこれの処分をせよという申立てを

認めるかどうかということと、どうですかね、これは二者択一の関係になるのかなと思う

んですが、その辺は。 

【中川先生】   

義務付けをせよという訴えといいますか、申請であればそれも実体判断をこの手続に入

ってしまって、義務付けを求めるのであればその義務付けをすべし、あるいは拒否をする

といういずれかの実体的な判断をすることで審理を進めてもいいんではないかと。 

【小早川座長】   

そうすると、争訟のあり方としてはまず応答がないことについての争いと、それから、

拒否処分があった場合には拒否処分の適否についての争いですが、そうではなくて、みな

し拒否、拒否処分があったとみなして、拒否するのはおかしいよという、そういうレベル

の争訟と、それからもう一つ、これこれの処分をしてくれという義務付け的な争訟と、三

段階を制度に組み込むというそういうお考えですか。 

【中川先生】   

場合によっては三段階になることもあり得ると思います。それが結局拒否処分、一段階

目の、応答するかしないかの判断をし、さらに原処分があって、さらにその異議申立てと
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いうような、繰り返し何度も同じ案件について審理あるいは手続が進められるというのは、

非常に迅速性という今回のねらいから考えても重複手続を繰り返すことになるのではない

かと思われますので、最も効率的な実体審理を速く進めるという観点からそういう考え方

を取り込んでもよろしいのではないかと思っているところです。 

【小幡先生】   

私も、案の１でよいと思いますが、まず確認したいのは、この不作為というのは申請に

対するもので、申請権がある場合に答えがないという不作為に限定したカテゴリーをつく

って、維持するという前提ですね。そうすると、訴訟の方と同じように考えれば、申請拒

否処分についての義務付けと不作為の違法の場合も同じようにある程度考えられると思う

のですが、私は案の１でもちろんいくべきだと思いますが、訴訟の方では併合提起せよと

かいろいろいっておりますよね。申請について返答がないということの不服を申し立てる

といったときに、返事がないことが違法かどうかのみを判断するというような、余り面倒

なことを言わず、要するに返答がないのが不服なのですけれども、自分は申請しているわ

けですから、例えば許可をしてほしいとか、あるいは給付してもらいたいと考えるのは当

然のことなので、そこは両方含んでみてしまうというやり方の方が効率的ではないかと思

います。ただ場合によっては上級行政庁が判断する場合には、これは裁判所と同じで、不

作為の違法だけにとどめておいた方がよいという場合もあるかもしれません。ただ、そも

そも行政庁なので、裁判所に比べればいきなり自分で決めてしまってよいとは思うのです

が、やはりそうでないこともあるかもしれませんので、その場合はとりあえずは不作為の

違法のみにとどめるという可能性もあるかということです。条文の書き方の詰めになると

思うのですが、いずれにしても裁判、訴訟におけるような併合提起しなければならないと

かいう話ではなくて、およそ不服の趣旨というのはそれに尽きているわけですから、そこ

ら辺はもう少しやわらかく柔軟に見られないかという感じがしています。 

【藤村先生】   

この案の１なんですけれども、上級行政庁がある場合は、この上級行政庁が一定の処分

をすべきを命ずる形式となっていますが、これだと先ほど義務付けの方と渾然一体として

やるということであればこれはまたそれはそれでいいんですけれども、一応類型が義務付

けと違うというのであればですね、ここの一定の処分をすべきというのはまさに義務付け

であって、やっぱり現行法上ありますように「なんらかの行為をすべき」というふうにし

ないとちょっと類型が乱れているんじゃないかというふうに思います。 

 それから、これを独立に認める場合の手続の問題を、後のことともあるいは関連するか

もしれませんけれども、一般の審査請求に対する審理というのはかなり重い手続を考えて

いますが、それと同じ手続をここで踏ませる必要がないように思うので、何か特別の手続

を定めなければいけないんじゃないかというふうに思います。それから何らかの行為をす

べきということであれば、どなたかの御指摘にございましたけれども、余り案の２で言っ

ています行手法の方と違わなくなるし、遅滞している場合に何か何らかの行為をやれと言
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ってみても結局行手法で言っているようなことを言うしかないので、結局のところ案の１

と案の２とそんなに実体的には違わないんじゃないかという気はいたしておりますが、い

ずれにしてもちょっと義務付けの方と関連をよく整理して、訴訟のように併合ということ

があってもいいような気はするんですけれども、必ずみなすっていうのもどうかなと、ケ

ースによっていろいろなので、一応分けておいてそのリンクというのを何か考えた方がよ

ろしいのじゃないかというような感じがいたします。 

【小早川座長】   

では、和久井先生、それから前田先生。 

【和久井先生】   

案の１の方ですが、今のお話にもありましたように、上級行政庁が一定の処分が何かと

いうものを、結論を出すのに場合によっては時間がかかる場合もあるのではないかと、そ

れに長期間を要しては不服申立ての制度の趣旨に反することになりますので、というのは

処分庁よりも上級行政庁の方が実体審理の能力が高いとは必ずしも言えない場合もあると

思います。簡単に結論が出るものであれば一定の処分ということでもよろしいでしょうが、

そうでない場合には現行法のように何らかの行為という範囲で裁決を出すという選択を認

めることの方がこの不服審査の方の審理の促進になるんじゃないかと思いますので、余り

堅い制度にしてしまわない方がいいかなと思います。 

 それから、実際にこの制度の実効性という、不作為の不服申立てですけれど、私が今実

務でやっている範囲ではこの一、二年、不作為に対する適法な不服申立てというのはほと

んどないという状況です。実際に私のやっている範囲ではほとんど使われていない。この

制度ができたときには行手法がもちろんなかったわけですけれども、ですから行手法の整

備、これによってかなり申請を放置するという事態は実際少なくなっているのではないか

なと。実際に時間がかかっているのは申請に対する審理の部分ではないかなと。それは十

分やっているんではないかなと。ただ時間がかかると。そういう場合に、これについて、

上級行政庁が代わりにその審理をしてすぐ結論が出るかというと、それはケース・バイ・

ケースで、最初の話に戻りますけれども、というような気がいたします。 

【前田先生】   

私も案１に賛成です。違う例を挙げますと、ここでは申請権を前提にしてその処理が遅

延しているという状況が念頭に置かれているわけですけれども、そもそも申請権の有無を

めぐって解釈上対立がある場合も予想され、そういう場合に不作為庁の解釈が申請権がな

いというものであれば、申請に応答するという審査体制ができていないことも考えられま

す。そういった場合も含めて、救済ルートを多様化するという観点からすると、不作為に

対する不服申立ても残しておくべきだろうと思います。 

それから、行手法の運用上の活用で済むようなものであれば問題ないわけですが、やは

り審査請求の趣旨として義務付けまで求めている場合もあり得るので、そういう場合に、

手続の一体化といいますか、連動性といいますか、そのような手続を整備する必要がある
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だろうと思われます。そうすると審査請求の審理自体が遅延するのではないかという問題

については、審理の成熟性に応じて裁決の内容に幅を持たせるような制度設計があり得ま

す。ただ、あまり、その類型は厳格化しない方がいいと思っております。 

【山本先生】   

二点ですけれども、案の１か案の２かという点については、やはり案の２をとる場合は

慎重に検討する必要があるのかなと思いました。これは教科書的な事例ですけれども、不

作為の違法確認は結構行政指導をやっているために申請に対する応答が遅延するといった

ケースで出てくるんですね。あくまで教科書的な事例ですから、これが実際上どれだけ意

味を持つのか、あるいは今、和久井先生が言われましたけれども、行政手続法が制定され

た後においてどれほどの意味があるかは検討しなければいけないとは思うのですけれども、

やはり今まで不作為の違法確認は一応の意味はあったと思いますので、これを一切やめる

場合は慎重に検討する必要があるのかなと思いました。 

 それから、案の１の方で処分庁の上級行政庁がある場合とない場合とで区別をしていて、

上級行政庁がある場合には一定の処分をすべき旨の要するに義務付けの裁決をすると。で、

そうでない場合には何らかの行為をするという現行の不作為に対する不服申立てと同じよ

うな案になっていて、これは推測するに論点の２－４－②が引用されていて、ここで異議

申立制度に関しては簡便な手続を一応残す案になっているので、異議申立ての場合はとい

うか、上級行政庁がない場合にはこれが使えるだろうと。で、上級行政庁がある場合はこ

ういった手続を特に用意してないので、一定の処分をすべき旨の裁決をするという案なの

かなとも思ったんですが、ただ直観的に言うと、上級行政庁が審査をするときの方が、本

案について判断するのには、今、和久井先生が言われましたように時間がかかりますし、

特に本案の論点の一部についてしか処分庁が判断していないような場合ですと、なかなか

時間がかかるだろうと。むしろ、上級行政庁がない場合の方が自分で本案の判断をすれば

いい話ですので、結論はむしろ早く出るだろうと思いますので、何かむしろ案の１とは逆、

あえて言えば逆になると思いますし、私は、結局は余り区別をする必要はなくて、結局は

上級行政庁の有無にかかわらず何らかの処分をするという裁決決定をすればいいと思いま

したが。 

【小早川座長】   

はい、ありがとうございました。まだおありかと思いますけれども、時間の関係もござ

いますので、そろそろ締めたいのですが、おおむね、何とはなしに方向性は一致している

部分が多いのではないかという感じもいたします。案の２で不作為の不服申立てを行審法

から削除するということについては、大体全員反対ということですよね。ということは、

争訟がもう成立しているということで、その形で進めていくルートと、それから、いやそ

うじゃなくてまだ行手法の世界でしっかり行政庁にお願いしますねという世界とは、両立

はし得るわけで、どっちの方で行くかっていうのは、申立人の腰の決め方で、道は両方あ

ってもいい。多分そういうことではないかと思います。私も、従来実績がほとんどないん
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じゃないかということは、そう思いますが、ただ、例の有名な品川マンション事件では、

あれはたしか建築審査会への不作為の不服申立てがされてそれが裁判所でも非常に重視さ

れているという、たまたまそういう特異なケースはあったかと思いますが。制度として、

ルートとして、これを残しておくということはいいのではないか。 

 大方の御意見は、ケースによって、どういうんですかね、訴訟のように訴訟物を細かく

分断してそれぞれ別の手続にし、場合によってはそれを併合する、というようなイメージ

ではなくて、大くくりに一本の制度で不服申立てをする、その中で、申立人の側も一体ど

こまでをそこで求めるのか、単に応答不作為の違法を主張するだけか、さらに最終的に一

定の処分を求めるというところまで頑張るのか、そこは申立人の側の気構えもあるだろう

し、ケースによって行政側の判断で、上級庁が、中に入って審理するよりはまずは処分権

限庁に早く答えを出せということもあるし、場合によってはそうじゃなくて、上級庁で実

体判断までやって、自判までしてしまう、こうなると後の方の義務付け的な方になります

けれども、柔軟にいろいろ選択できるような仕組みというのを、皆さん何となく、何とな

くと言ったら失礼ですけれども、お考えのようで、ただ、そこが制度設計としてきちんと

できるか、柔軟な制度を明確に規定するというのはなかなか難しいところがあるかなと思

うんですけれども、そこはちょっとやってみて具体的な案を踏まえてまた議論をする方が

生産的かと思います。できればそういう方向を考えるということではいかがでしょうか。 

 あと、藤村先生が御指摘の点は、論点５－１－①～⑥というのは、要するに後の方と連

動するということですよね。そこは類型としては分けるけれども制度としてはつなげると、

多分そういう御趣旨だろうと思います。 

 それから、山本先生も言われたんですが、確かに、上級行政庁があるときでも、これ、

さっきの話とかぶりますけれども、上級行政庁が入らないで不作為庁自身がさっさと対応

するということはあり得るわけなので、ここの書き方はちょっとそこは不十分かもしれま

せん。先ほどのようにいろんなケースに応じた対応が柔軟にできるようなそういう制度、

ということであろうと思われます。 

 それから、中川先生がおっしゃられた中での、例のみなし拒否のケースというのは、確

かに制度設計論としてあり得ると思いますけれども、多分これは個別法でそういうものを

入れるかどうかということになるのではないかという気もします。そこも含めてさらに検

討したいと思います。 

 そんなところで一応次に進みたいと思いますがよろしいでしょうか。 

【水野先生】   

一つだけ。今の不作為で義務付けの関係ですけれども、行政事件訴訟法の規定では、義

務付け訴訟をやるときには必ず不作為の違法性確認もあわせて出すという制度になってい

ますよね。他方で不作為の違法確認だけをやっても構わないわけでありまして、そして両

方やった場合には先に不作為の違法確認だけの判決をしてもよろしいということになって

いるわけですから、行政事件訴訟法のこの規定に準じて整理すればいいんじゃないか。だ
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から、不作為の違法確認だけができるということと、義務付けの申請があった場合には当

然不作為の違法確認を含むと。だからまず上級行政庁が先に不作為の違法確認だけ出して、

早くやれということを出して、その上で上級行政庁が自分の方でやるという場合にはそれ

もできるというふうな制度設計にすればいいんじゃないかなと思います。 

【小早川座長】   

行訴法のモデルがあるわけなのでどうするか、ただ行審法の方の商品イメージとしては、

もっとユーザーに使いやすい、あんなに強面じゃない、というわけではありませんが、併

合提起しろなんていわれますとそれだけでもう商品イメージとしては何か使い勝手が悪い

ねみたいな感じがなくもないと思うので。 

【水野先生】   

さっき申し上げたように、併合的作用じゃなくて、義務付けの申立てがあったときには

当然不作為の違法確認も含んでいるというふうに規定する。両方二つ出せというのではな

くて。で、上級行政庁は不作為の違法確認だけを先に審議してよろしいという規定ぶりで

いいんじゃないか。一種、立法技術的な話ですけれども。 

【小早川座長】   

はい、分かりました。それでは、次へ進みたいと思います。５（１）、処分に関する新た

な救済態様の中の、処分の名あて人本人による申立てということです。ここは、行訴法で

言えば義務付け訴訟と、それから最後に差止め訴訟に相当するものにもちょっと触れてい

ます。義務付けという言葉は使われていませんが、ここは、理論的には義務付け訴訟の訴

訟としての性質論をめぐっていろいろ議論がありまして、それとの関係で義務付けという

言葉にどういう意味を持たせるかということもあり、しかしこの行政段階の不服申立てで

あればそういう訴訟性質論が持ち込まれてくるとかえって議論が混乱する、やっぱり基本

的に何か違うというところもあろうかと思われて、義務付けという言葉は一応文言上は避

ける、さしあたりは使わないということだと思いますが、もちろんそこはいろいろ御議論

のあるところだと思います。ということでこの部分についてお願いします。 

【小幡先生】   

この部分というのは、６ページまでですか。 

【小早川座長】   

６ページまでです。 

【小幡先生】   

私は基本的に、行訴法の改正で、義務付け・差し止めの訴訟、それから不作為の違法確

認のところもそうなのですが、ここのところが一番大きく変わった項目だと思うので、行

政不服審査法も、行政庁内部の救済手続ですので、やはり少なくとも行訴法が改正された

レベルの程度のことは当然備えるべきではないかと思います。そうなりますと、ここで、

実は次からも５ページ以下、７ページ以下のところですが、実は問題があると思うのです。

この申請拒否処分。 
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【小早川座長】   

そうですね、ここは、分けること自体いろいろ議論があるでしょう、当然かかわってく

るので。 

【小幡先生】   

では、一緒に行ってしまいます。まず、申請拒否処分については、ここでも検討の方向

性というところで一応、従来のようにただ取り消すのでは足りなくて、そもそも申請どお

りのことを認容することまで含んでよいという、大体そういう方向性になっていると思う

ので、よろしいかと思うのですが、４ページのところの５－１－②ですね、裁決権者で上

級行政庁である場合に限りというところです。その下の５－①－③、自分でするという話

については、これはこれでよろしいと思うのですが、その上のところです。これも救済手

続ですから、訴訟に行けば裁判所という第三者的な機関ですから当然できるということを

前提にして、訴訟の方は書かれているわけですね。そうすると、この裁決庁が、例えば、

これはややイメージが分からないのですが、例えば専門家が入ってより充実したような第

三者的な裁決機関があるといたしますと、そこではできないというのはややおかしいので

はないかという感じがいたします。裁判所であればできるわけですから、より中立的な慎

重な手続ということで第三者機関の裁決権者を仕組んだとすれば、そこでできないという

のはやや問題があるのではないかという気がいたします。そこで、５－１－④のところの

認容要件で、私は不当まで含めてよいと思いますが、つまり、行政分野に設けた救済機関

であるからということで、不当までここは含んでよいと思うのですが、やはり、同様に５

－１－②は問題があるように思います。 

 それから、６ページの５－１－⑦の不利益処分の差止めですが、これも検討の方向性の

ところで規定しないというように書かれておりますが、これは裁判所の方では新たにでき

ることになった訴訟類型でして、もちろん訴訟要件が認められるかどうかというハードル

はあるにしても、そういうカテゴリーが認められております。そうすると、ここでは、行

手法の方の事前手続でという話になっていますが、行手法の手続は、そもそも不利益処分

をやり出そうということになってから、ようやく事前手続として始まるわけでございます

ので、そこに至る前の段階で何かできないと、本当の救済にならないという場合も考えら

れるのです。行政不服審査法の方ではできないけれども、行訴法ではできるから裁判所の

方へ行けばよいということで、本当によいのか？ということです。やはり行訴法と、行政

不服審査法というのが２つあって、裁判所の方は救済を充実させるために改正したので行

けるけれども、行政不服審査法はこの部分改正されずに、救済のあり方も、元のままだと

いう制度の立て方というのは、私はいかがなものかと思いますので、ここは必ずしもこう

いうことにはならないのではないかという気がいたします。 

 同様に７ページのところの５－２－①のところですね、義務付けのところもこれも同じ

です。裁判所、行訴法の方で新しい訴訟類型のカテゴリーが設けられているのに、不服審

査の方では、行手法の方で考えるべきだという話ですが、行手法の手続を活用といっても、
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本当にそうなっていくかどうかは分からないわけでして、もしきちんと行手法の条文を整

備し直すようなそちらの制度改正が進めば、行手法の事前手続に乗せればよいという話で

すから、やはりこのままでは、不十分だと思います。訴訟と不服審査と並べたときに、片

方だけ、行手法の世界にして、別途仕組むわけですね。その場合、行手法の中で、申請権

のない人が行政庁に何らかの行為をするように求める手続や、その場合の不服のルートな

どを明確に設定すればそれでもよろしいかと思いますけれども、その可能性がはっきりし

ないのであれば、今回、行訴法の改正に合わせる形で行政不服審査法も改正へというふう

に言っているのに、だいぶ物足りなくなるという気がいたします。これはその次の５－２

－②の差止めの方も同様でございます。 

【藤村先生】   

今の点なんですけれども、結局、行手法と、この行訴法の分担関係の問題だと思います。

何もかにも一本の統一法にしてしまえばいいわけなんですけれども、一応別々だという立

場に立って考えると、やっぱり事前手続は原則として行手法で規定するというのが分かり

いいのであって、問題は行政訴訟法の方に遅れるんじゃないかという部分については、ま

さに行手法に規定するとすればそちらの方がいいと思いますけれども、そこをただ活用じ

ゃなくてどういうふうに強化するのかということを議論すればよろしいんじゃないかとい

うふうに思います。 

【小早川座長】   

いろいろ御意見おありかと思いますが。 

【水野先生】   

私は今、小幡先生が言われた意見に全面的に賛成なんですけれども、やはり行訴法でで

きることが行審法でできないというのはこれは本末転倒でありまして、行訴法でできるこ

とは、行政内部での手続ですから、当然行審法でもできるということにすべきだと思うん

ですね。 

 これ、３ページからは大体そういうところで進んでいるんですけれども、どういうわけ

か、義務付けの方は本人の義務付けは大体行訴法と同じように認めると、ところが、６ペ

ージの一番最後にいきまして、本人の差止めは駄目よということになっているんですね。

それから、第三者によるものは義務付けも差止めも事前手続でやろうと、こういうことに

なっているんですけれども、なぜこういう案が出てくるのかっていうのは、ちょっと私に

は理解できないところです。 

 今回の行審法の改正について、改正の必要があるのかという議論があり得るわけですけ

れども、改正の必要はあるという説得材料というか、一番大きな理由の一つは行政事件訴

訟法が変わったんだから、行服法もそれに合わせて行審法も合わせて改正すべきだという

のが一番説得力のある理由付けだと思うんですね。そういう意味からも、行訴法でできる

ことが行審法でできないというのがおかしいんで、これは行訴法にあわせて、行審法も変

えるんですということで、これは訴訟法に合わせるべきだと思います。司法権がもう既に
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介入と言ったら語弊がありますけれども、乗り出してくることができるという状態になっ

ておるにもかかわらず、上級行政庁はできないというのは、これはだから本末転倒であり

まして、比喩的に言えば、息子に注意するのに隣のおやじは注意できるけれども、本当の

おやじは注意できないみたいなね、そういうふうな制度というのはちょっと本末転倒じゃ

ないかというふうに思います。 

【小早川座長】   

隣のおやじだからこそ言えるということもままある（笑）。 

【稲葉先生】   

私、いくつか気がついたところを申し上げさせていただきたいと思いますけれども、最

初の５－１－②とか１－③あたり、上級行政庁が裁決権者という書き方になっていますけ

れども、今回の研究報告以降、裁決庁は一般的には上級行政庁ということでこういうふう

に書かれているのかとは思いますけれども、当然処分庁が裁決庁になる場合もこのような

議論はできると思いますので、それは前提になっているという理解でよろしいかというこ

とであります。 

 それから、論点の５－①－④ですけれども、先ほど小幡先生がおっしゃいましたように、

不当ということでも、義務付け的なことを認めていいんではないかと、私も理論的にはそ

ういうことになるのではないかと思っておりまして、ここの書きぶりですけれども、処分

をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から認められるときというのはそ

ういう趣旨を含むということでよろしいかと、裁量の範囲内でやってもやらなくても違法

にはならないんだけれども、不当ということで義務付けというのはあるのかというあたり

なんですけれども。そこのところを教えていただきたいと思います。 

 それから、あと水野先生が今おっしゃったことですけれども、別途事前手続、手続法、

基本的に行手法の系統の中で対応ができるのであれば、何もやらないということではあり

ませんから、要は役割分担の問題かと思うんですね。そういう意味で必ず行審法の方に取

り入れなければいけないというものでもないというふうに私自身は考えております。です

から、一番最初に申し上げましたように、仮に行審法に取り上げないのであればある程度

ですね、現行の行政手続法の規定では不十分であると私は思いますので、一定の強化の方

向を示す必要があるのではないかというふうに考えております。例えば論点の５－１－⑦

のこれは本人の場合ですけれども、差止める形式の裁決を規定するかということについて、

現行法上であると、聴聞であればまだしも弁明ということでありますと、それで行審法が

予定しているような手続的権利との関係で十分といえるのかというような問題はあるかな

というふうに思っております。 

 それから最後、第三者による申立てのところですけれども、最初の論点５－２－①の第

三者が、別の者に対する不利益処分をすべき旨を命ずるこのときに行手の方でやればいい

じゃないかといったときに、それがそもそも動かないと何ともしようがないというわけで

すね。その手続自体が動き始めていないといけない。そもそも、ですから第三者に対して
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不利益処分をする気がないと、だから全然動いていないというときにどうするかという、

その問題がありまして、おそらく行審研報告書では少なくともここに書かれている範囲で

は不利益処分の義務付けを申し立てた場合にこういうふうに動き出して参加人の規定をよ

り強化することにより対応してはどうかというようなことが書かれているのであろうと思

いますので、そういう意味では一種の申立権的なものを認めるということになるのではな

いかと、その辺も少なくとも考慮しなければ行手の方でということにはなかなかならない

んではないかというふうに思っております。以上でございます。 

【高橋先生】   

行訴法の関係で、行訴法で与えている救済は行審の方でも与える、というのは原則論だ

とは思います。ただ、行審というものの性格というのがあって、例えば違憲審査権という

のは当然あるのかないのかと、こういう話ももともとあるわけで、制度内在的な限界はや

っぱり認めざるを得ないんじゃないかと思います。役所間の権限分配の関係などもありま

すので、例えば５－１－②について、第三者機関について処分庁のところに入り込めるよ

うなものまでつくるのかというところは、権限分配の関係から考えてみる必要があるんじ

ゃないかと思います。 

 さらに、行政不服審査というのは一般的に事後救済ということでありますので、稲葉先

生もおっしゃったように、行手との役割分担ということからどちらで仕組むのかなという

ことがあると考えます。性格論からは、行手のところで強化する話が当然あるのかなとい

うことだと思います。そういう意味では５－１－④ですか、これが仮の救済の話とも関係

しますが、弁明や不利益処分の事前手続の中で止めれるようにするにはどうしたらいいの

かというようなことは行手の仕組みの強化というところで考えるべきじゃないかと思いま

すし、さらには第三者についても手続の強化という話はあるのではないでしょうか。 

 逆に言うと私は行手については、先ほどの質問と関連するんですが、具体的な方向性が

出てくるのかなというふうに期待しておりましたので、行政手続法の中でここまでの手当

ては必要だというところをこの検討会で積極的に出していただいた方がいいのではないか

というふうに思います。具体的には１７条の話についても、活用だけではなくて、例えば

閲覧請求権の付与の話とかもありますし、さらに言うと手続の開始請求権の話もあるわけ

で、この辺どこまでできるのかということを具体的にこの場で議論した方がいいんじゃな

いかというふうに思います。以上です。 

【水野先生】   

行手法の充実拡充、これはそれで結構なんですけれども、手続がいくら充実されても、

要は実体判断が困るという場面が多いわけですよね。例えば、聴聞だとか弁明だとかいろ

いろ事前手続を全部きちっとやって十分言い分も聞いた、しかし、何らかの不利益処分を

するというのが方向として見えているという場合、これは要するにその実体判断が違法だ

ということで、例えば仮の差止め手続を裁判所に申立てるというのが可能なんですよね。 

 そうすると、それと同じように、上級行政庁に対して、下級行政庁はこういう状況のも
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とで、そういう不利益処分をすると言っているんだけれども、それは違法じゃないかと言

って、上級行政庁に訴えて、上級行政庁がそれによってそれはちょっと行き過ぎだとか、

判断してもらうという制度、これはやはり行審法の救済手続としてあっていいんじゃない

かということなんですね。だから行政手続法を幾ら充実してもやはり実体判断を伴ってい

るのは、行審法の中で判断してもらわないとできないんじゃないかと思います。 

【小幡先生】   

私も今の水野先生の御意見に大体賛成なのですが、それから稲葉先生のおっしゃったこ

とにかかわりますが、行手法の方を充実するといっても、第三者に対する義務付けとか、

そういう話は、現に行政庁が不利益処分を発動しようと動き出さない限り、行手法の世界

にならないですよね。ですから、新たに申立権などを行手法か不服審査法かどちらで認め

るかは分かりませんが、もし、行手法の方で書き込んだら、その申立てに対して行政庁か

ら何もしないという返答があれば、それに対して今度行政不服審査法の方で争うと、そう

いう仕組みをつくればそれはそれでよいと思います。それをつくらないで行手法の事前手

続に取り込むといっても、結局、発動を促せないのでは、実際には機能しないように思い

ます。そうすると訴訟はできるので、不服審査はあきらめざるを得ず、訴訟の方だけ行く

ということになります。 

 それでよいといってしまえばそれまでなのですが、やはりいきなり急に裁判所の方に行

くわけですから、行政運営を行う行政庁にとっても、そのようないき方というのは必ずし

も良い策ではないのではないかという気がいたしまして、せっかく行政不服審査法がある

のであれば、訴訟ではできるというのをただ黙認しておくというのはいかがかなと思いま

す。行手法で本当に、今申し上げたような改正まですることになれば別ですが。それから、

５－１－⑦のところで、自分への不利益処分の差止めですが、ここは私も、行手法の世界

に入れてもよさそうだとは思うのですが、ただこれも訴訟ではできるので、やはり物足り

なさは残ります。 

 現に今、例えば保険医の指定の取消しが来そうだからと言って、裁判所に差止め訴訟を

提起したものもありますが、これは、まだ行手法まで行っていない段階です。当然、訴訟

要件としては、取り消されると、本当に信用上困るのかとかいろいろな事情を検討します

が、差止め訴訟の類型がある以上、いずれにせよ、結局訴訟には来ることになりますね。

ところが、行政不服審査法ではできない。やはりそういう状況はいかがかと思うので、せ

っかく行政不服審査法を改正するのであれば、大体は訴訟に頼みましょうという世界にす

るべきではないので、行政分野でもある意味で自立的な救済制度をここでつくろうと言っ

ているのに物足りない話になるのではないかという気がいたします。 

【山本先生】   

いくつか申し上げますが、一つはここでの今の議論とは余り関係がなくてむしろ前の方

で議論されたこととかかわりますけれども、申立ての種類自体はわりと絞って、裁決の方

のバリエーションを増やすというお話がありましたけれども、行訴法で申しますと３７条
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の３の６項で、要するにより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、不作為の違法確

認とか、あるいは拒否処分取消訴訟についてのみ判決をすることができるとありますので、

これを引用されていたかどうかわかりませんけれども、例えばこういうような条文を参考

にして紛争の迅速な解決に資するときには、例えば拒否処分の取消の裁決であるとか、あ

るいは不作為の違法確認の裁決をするといったような制度の仕組み方が一つあるのかなと

思いました。 

 それから、今ずっとお話のあった点なんですが、論点の５－１－⑦のところでしょうか、

不利益処分をしてはならない旨を命ずることを求める不服申立てに関する規定のところで

すけれども、いくつかの紛争の類型があると思うんですね。大きく分けると、一つは今、

小幡先生が言われた取消処分、例えば保険医の指定の取消などを、それから争ったのでは

ダメージが大きいのであらかじめ差止める申立てをするとか、もっと極端に言えば、丸刈

りのケースですね、丸刈りをされそうなのでそれをとめるとかですね、そういうケースが

一つと、それからもう一つは前提の部分に争いがあるケースで、例えば、東京都の銀行税

のケースとかですね、あるいは最高裁に上ったものですと、自己の土地が河川区域でない

ことの確認を求める訴えとかですね、そういう争点が先決問題というか、前提のところに

ある類型があると思うんですね。それぞれ問題状況がやや違うのかなと思います。前の方

のケースに関して言えば、差止め的なものを認めるという選択肢と執行停止をもっとうま

く使えるようにするという選択肢があり得て、執行停止がうまく機能すればそこでもって

処分は抑えることができるので、差止め的な不服申立ては認めなくてもいいのかもしれな

いと思います。 

 それから後の方の前提のところに問題があるケースについて言いますと、これは行政訴

訟で言うと、確認訴訟等との境界線が非常にあいまいなゾーンでして、ここのところにつ

いて不服申立てを認めるということになると、実質的にはかなり不服申立ての対象を広げ

るようなイメージになると思うんですね。で、そこに踏み切るのかどうかが一つポイント

としてあるのかなと思いました。 

あと、小幡先生が言われた論点の５－１－②のところで一般監督権を有する上級行政庁

である場合に限ってという限定はする必要がないんじゃないかと言われました。その点は

私もそうではないかと思いました。 

【雛形先生】   

行訴法のことを言うんでしょうか、裁判所でできることは不服審査の申立て、不服審査

においてもできないことというのは整合性に欠けるというようなお話がありまして、私は

ちょっとプリミティブなところでよく分からない点があるのでありますが、問題点、疑問

をできるだけ分かりやすく申し上げるとすれば、義務付け訴訟であれ、差止め訴訟の場合

もそういうところがあるのかもしれませんが、その訴えの場合に請求の趣旨としてどう書

くかということがもちろん訴訟の場合には非常に問題になるわけですが、不服、義務付け

の不服申立てを認めるかどうかとそういう議論のときに、不服審査の申立ての趣旨ではど
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ういうふうに書くんでしょうか。 

 つまり、行政事件訴訟法の場合の義務付けの場合はやはり行政庁にそういう一定の処分

をすべき旨を命ずると、行政庁、被告行政庁はこれこれの一定の処分をしなければならな

いと、こういう申立てになるんだろうと思うんですね。不服審査の場合にはこれはどう書

くんですか。つまり、義務付け処分の対象となる処分をすべき主体はどう書くんでしょう

か。というのが、よく分からないのであります。つまり、行政事件訴訟の場合の勝訴判決

の拘束力というようなものがあって、被告行政庁の方は当然その判決に示された判断に沿

った行政処分をしなければならないという、行政権運用上の責務を負うわけでありますが、

この不服審査の場合に裁決庁、審査庁であれ裁決庁であれ、義務付けの何か申し立てて、

それを理由ありとして認めるときには自らが行政処分を結局するわけですね。で、この不

服審査の審査手続でそういう処分を実際にやっちゃうということを議論されているんじゃ

ないかなと思うんですね。これは両者の間には何か理論的な問題ですが、かなり違いがあ

るんではないかという感じがいたしまして、そこのところが先ほど来、裁判所でできるこ

とは不服審査でできないというのは何かおかしいという話について、ああそうなのかなと

いってついていけないところでちょっと疑問を一つ申し上げました。 

 それからもう一つは、今、山本先生が最後に言われた話にちょっと関係するんですが、

監督権がある上級庁が審査庁であるとかという場合の議論がありましたが、不服申立人で

あれ、処分の名あて人であれ、第三者であれ、この不服審査の申立てをしてくる国民とで

すね、行政組織法上の上級監督庁といわゆるその監督を受ける原処分庁との関係の、監督

権行使の問題に関しては、これは所詮は一種の行政運用に関する職権発動、行政監督権の

発動を促す、いわば一種の希望、要望みたいなものがあるはずなんですね。そういう一般

上級監督庁としての監督権行使というものを不服審査の手続の中で申立人に対する不服申

立ての趣旨に対する答えとして、監督権行使を表現していくというのはこれは何かそのた

めに必要な手続とか、何か実体法上の権限とか、何かそういう手当てがないと何かそこは

ちょっと事後救済制度としての不服審査制度というものの中では整理し切れない問題を無

理無理持ち込んでくることになるんではないかなという感じがちょっといたしました。ち

ょっとその点教えていただければと思って発言をいたしました。 

【今川先生】   

ちょっと論点が違いますけれども、論点５－１－⑥なんですが、これはもう不服申立適

格は申請者限定でよいかということで、申請者限定としてよいのではないかということな

んですけれども、ただ訴訟に至るような重大な事件については、適格要件というのは非常

に重要なはずなんですが、ただ今、より柔軟におそらくより迅速な対応をしようというこ

とがこの検討会の大きな趣旨であるとすると、さらにこれまた今回の議論ではないんです

が、第三者機関を設けて、それが諮問的なものであるとするならば、ひょっとしてこの申

請者限定というのをもう少し議論した方がいいのではないのかと。 

 要するに場合によってはもう少し枠を広げていく必要があるのではないかというのは、
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もうさまざまな領域で表現は悪いんですが、いわゆる弱者的な立場の方たちに対してとか

ですね、これをどういうふうに考えるかというのは別の問題として、それをカバーする手

当てはおそらく私、法律を知らないんですが代理人とかさまざまなカバーの手続があるの

かもしれませんが、こうしたときにこの場合の不服申立適格の申請者と考えた場合に何か

そういったものをカバーする手続とか手立てとかどういうふうになっているか、ちょっと

そのあたりをお聞かせ願えればと思うんですが。それがあっておそらく私が考える第三者

機関の諮問型、とりわけ諮問型のような議論をしたときに必要になってくるんではないの

かと。同じ法制度の中で適格要件をむしろ厳格に定めることで逆にもし第三者機関をもし

設けるとするならば、意味ないものにしてしまうのではないかという気がします。 

【小早川座長】  

 はい、ありがとうございました。今の点はですね、なお議論したいと思いますけれども、

確かにこの６ページで、不服申立適格は申請者限定というのは、ややここはトートロジカ

ルなところがあって、もともとこれは申請権に基づく不服申立てを問題にしている部分で、

だからそれをさらに申請者に限定するというのは、申請権あるけれども申請していない人

はどうするのかという、そういうちょっとトリビアルな話しかここは残らないわけです。

今、今川先生が言われたことはむしろその次のですね。申請権が作用法上は正面から認め

られてない者、ここでは第三者などということになっていますが、そっちの方に何らかの

イニシアチブを認めていくか、既にその関連の御発言もありましたけれども、そういう問

題で、そこでじっくり議論すべき話ではないかという気がします。 

 さて、いろいろ全般的に全体にわたって御発言いただきましたのですが、まだちょっと

時間がありますので、一応残りの時間で、この全体、３ページ以下ですね、特に検討を要

する論点、点線で囲まれたあたりを一つ一つ、まとまるところはまとまる、まとまらない

ところは論点をはっきりさせる、ということでちょっと整理をしてみたいと思います。３

ページの５－１－①、これにつきましては雛形先生が御指摘のことともかかわると思うん

ですが、ここで考えているのは、命ずることを求める不服申立てということでありまして、

じゃあ誰が誰に何を命ずるのか。ここで想定されるのは、処分権限庁自身が自分に命ずる

ということはおかしな話であって、それは自分でやればいいわけです。そこは、処分権限

庁自身の問題として言えば、申請が自分のところに来ているわけなので、その申請を粛々

と関係者の手続保障の精神をきちんと踏んで処理すればいい話であって、だからそこは、

義務付けの異議申立てということ自体がやや概念矛盾といいますか、イメージしにくい性

質のものではないかという感じはするんですよね。ですから、それ以外の行政庁に対する

といいますか、処分についての不服申立ての議論のところでの審理手続の大まかなイメー

ジですが、要するに裁決権は別のところにある、そこが最終的に裁決をする、そこへ向け

て全部手続を仕組むという、その枠に収めれば、ここでもやっぱり基本的には上級庁に対

する申立て、処分権限庁に対してこれこれを命じてくださいというそういう申立てとして、

大枠は組むことになるのではないかと。多分原案も。 
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【雛形先生】   

不服申立て、不作為の場合の申立てのところでございますか。 

【小早川座長】   

そうです。拒否処分の場合も、そうですね。 

【雛形先生】   

ああ、そうですね。 

【小早川座長】   

そこでもやはり、拒否をした人に対して、認容するように自分に命じてくださいという

のはやっぱりおかしいわけなので、基本的には共通の話ではないかというふうな感じはし

ます。そんな整理でいかがかなというふうに思います。ただ、その中で、案件が当然上級

庁に全部上がってしまうのではなくて、処分権限庁に考え直させる、その段階で実質的に

は判断を進めていくという仕組みはあり得るし、それは望ましいことであろうと思うんで

すが。 

 それから、次の４ページ、命令をする裁決権者は上級行政庁に限るかというところは、

先ほど御指摘があったように、第三者機関である裁決庁でもいいのではないかという御意

見は当然あると思いますが、その辺は諮問的審査会方式の場合と違って、裁決権自体を第

三者機関に与えている場合に果たしてどうなのかというのは、現行法でいうと藤村先生な

どが御経験のお詳しいところで、どういうふうにお考えになるかというところだと思いま

す。 

 それから５－１－③、ここは特に御意見ありませんでしたけれども、現行法も解釈によ

っては実は大したことができるようになっているのかもしれない。ただ、そこは解釈が分

かれるところであるので、この際、とにかく進める方向ではっきりさせようということで、

特にご異論はないのかと思われます。義務付け、命令裁決にとどめるか、それとも上級庁

が自判してしまうかというのは、両方の道を一応置いておいて、そこはケース・バイ・ケ

ースでということかなと思います。少し条文に書いてみてどういうことになるのかという

ことではないか。 

 それから、次の５－１－④ですが、ここは主として不当ということの取扱いが議論にな

りました。どういう書き方になるか、このままの書き方になるのかどうかわかりませんが、

当然、拒否処分の不当性は基本的には審理できるのであろうし、その上で、すべきである

ということが言えるのであれば――すべきであるという概念と、違法、不当という概念が、

どこがどう対応するのかというのが、よく考えると分からない、でも、実際上そんなに問

題はないんじゃないかという気もしますけれどもね――すべきであると上級庁が判断すれ

ばそれは命令ということでいいのではないかと思いますが、ちょっと理論的な整理は要る

のかもしれません。 

 ５ページのところも、これは不作為の場合ですが、基本的には同じことではないか。 

 ６ペ－ジにまいります。５－１－⑤のところは、特に御意見なかったですが、これは、
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先ほどのような上級庁と処分権限庁との役割をどうするかという問題はありますけれども、

基本的には一般の取消しを求める不服申立ての場合と同一でいいという案ですね。 

不服申立適格の申請者限定、これは先ほど今川先生の御発言に関して触れたところであ

ります。 

 次の、不利益処分をしてはならない旨を命ずる、これも差止めなので、これまた処分権

限庁が自らに命ずるということはあり得ない。そうすると、先ほどから御発言があるよう

に、処分権限庁がなぜか無茶苦茶に思い込んでがむしゃらにやろうとしている、通常の事

前手続でまともに止めようと思ってもなぜか止まらないということきに、上級庁に対して

駆け込むというのはあり得るのかもしれないですね。ただ基本的にはどうなんでしょうか

ね。組織法上といいますか、作用法上、一定の権限が一定の行政庁に与えられて、それが

処分権限庁で、その権限行使の手続も定められている、というのであれば、基本的には、

その権限庁が所定の手続に従って判断をするということを、上級庁が「おい、待った、待

った」というのが、常態としてあるというのはちょっと問題かなという感じはしますけれ

ども、非常の場合にそういう水戸黄門みたいなのが出てきてどうこうというのがあるかと

いうことでしょうね。 

 それからもう一つは、行手法がそもそも適用されない処分の場合に、それに代えて、今

のような何かやられてしまいそうだというときに行手法にかわる争訟的救済手段というの

があるべきかどうか、という問題はちょっとありそうですね。 

 さらにまいりますが、５－２－①のところ、典型的には第三者ですが、処分の相手方で

あっても申請権がない場合というのも含めて、個別作用法上の、申請権を認めないという

立法的な判断にもかかわらず、行政処分への手続を開始させるイニシアチブを認める必要

があるか、認めるべきかということですね。なかなか大変であろうと思いますけれども、

そこをどう考えるか。そして、もう一つは、何度も御発言がありますように、それは争訟

手続の問題なのかそれとも行政処分法制そのものの問題であるのか、争訟手続か事前手続

か、そういう概念上の整理がどうしても必要だと思います。今日時間があれば是非いろい

ろ御意見いただきたいと思う点であります。 

 ５－２－②の方は、差止め的なものです。こちらの方は、その前のに比べれば、事前手

続法制の中で言えばいいんだよねと基本的にはいえると思うんですけれども、それにして

もやはり、非常救済的なものとして、特に処分権限庁でなくて他の機関に駆け込むという

ことには、それなりの意味はあるわけですけれども、そこまで認めるかという問題だろう

と思われます。 

ちょっと勝手に論点のおさらいをさせていただきましたけれども、その上でさらにまだ

時間がございますので、どうぞ御発言お願いします。 

【水野先生】   

技術的なことですけれども、この今日の議論の点の整理の仕方ですけれども、行訴法は

義務付け訴訟は申請型と非申請型、それから差止めと、こういうふうに分けて整理してい
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ます。ところがこのペーパーでは申請、名あて人本人による申立てと、第三者による申立

てという形で整理されておりまして、訴訟法との関係で整合性がないためちょっと分かり

にくいんですよ。だからやっぱり訴訟法の救済手段に合わせて、行審法はどうするかとい

う形で問題を整理してもらった方が一般には分かりやすいと思います。 

【小早川座長】   

そこは事務局もよく考えてください。 

【小幡先生】   

行手法との関係では、行政自身の話なので、確かに行手法の方でなるべくやりたいとい

う思いもあるかとは思います。ただ、今回の改正の大きな柱としては行訴法が変わったの

だから裁判所ができることを行政不服審査法でもできるようにするという論点はあると思

いますが、そうではなくて、なるべく行手法の方の手続でやろうというのは一つ方向とし

ては考えられるのだと思います。私は余り賛成ではありませんが。 

 それで、その中で一番行きにくいのが７ページの５－２－①だと思うのです。先ほどか

ら申立権とか申し上げているところです。それから、自分への不利益処分の差止め、これ

は行手法でもよいとは思うのですが、それでも、私が気になっているのは、やはり訴訟に

はいけるということです。行政不服審査法ではいけないけれど、訴訟にはいけるという状

況をどう見るかという、そこの見方次第だと思います。ただ、本当に不利益処分が来るの

であれば確かに行手法の手続は来ると思いますので、そこにのせることは可能です。ただ、

小早川先生がおっしゃいましたように、事実行為、継続的な事実行為とかですね、行手法

の処分に入らないものは残るから、不服審査で拾ってもよいのではないかという、私はや

はりどうしてもそういう気がいたしております。ただ、通常の不利益処分については、行

手法の手続の中でも差し止められるというのは事実です。 

 一番行手法の手続にのせにくいのが、７ページの５－２－①です。これは行政庁が処分

を行うつもりにならない以上は行手法の手続にならないのですが、他方で、義務付け訴訟

には行き得るわけです。まさに、訴訟でだけできるということになります。裁判所に行け

ば何とかしてもらえる、が、行政の不服審査ではどうしようもない、救われないと、そう

いうのが常態化するというのは、先ほどから何度も申し上げていますが、いかがなものか

と思います。もし、どうしても行手法でやりたいのであれば、かなり本格的な手当てをす

る必要があると思うのですね。今、その行手法の改正をするとなるとかなり本格的になり

ます。つまり、申請権がない者に対しての申立権のようなものを何か仕組まなければいけ

ないと思うのですね。行訴法の方では、申請権がない者に対しても直接型義務付け訴訟を

認めていて、その訴訟要件のところではそこは判断するという仕組みができているわけで

すね。今回、あえて行手法ところに申請権のない者にも申立権を認めるか認めないかを判

断する仕組みなどというものを新たに入れ込んで立法するというのは、かえって大変かな

という気がいたしまして、それであれば、行訴法と並びのような形で書く方がむしろやり

やすいのではないかという感じがいたしております。 
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【小早川座長】   

並びというのは、非申請型義務付け訴訟に対応する条文だけをばんと置いてしまうとい

うことですか。 

【小幡先生】   

いえいえ、ですから私は、全般的にそうではないんですが、一番ここが行手でできない

ことだと思いますので、そういう類型を認めると、いやほかもすべて行訴法に連動してや

るべきだっていうのが私の意見です。 

【和久井先生】   

一定の処分を命ずるとか、差止めなどのですね、申立てに対する救済の機関ですが、事

前手続として行手の方がいいかどうかという議論はさておきまして、仮に行服の規定に収

めるにしてもですね、上級行政庁がこれに対応して救済するのに必ずしも裁決、決定等の

形式に限るという必要はないのではないかと。要するに裁判所であれば判決決定の形式で

なければ出せませんが、行政機関内部ですので、要するに監督権の行使ということで速や

かな救済をするということもこの不服申立てを待たずにそういうこともあり得るわけです

ので、必ず応答が裁決決定ということに限るとなるとかえって審理にまた手間がかかると

いうようなことも考えられますので、そういう堅いっていうか、手続に限定しないで検討

していただいた方がよろしいかなと思います。 

【小早川座長】   

ということは、申請権がなくても、現に職権発動を促す意見表明は現在でもできるし、

それに対して行政庁側はそれぞれ判断して対応するということですよね。事実上はそれは

あるわけで、そうすると、そういう基本的なありようを何か少し条文化するっていうこと

はあり得るんでしょうかね。 

【和久井先生】   

例えば申請に対して認容裁決じゃなくて何らかの応答をしたことを通知して手続を終わ

りにするというような形でも救済ができればそれでもよいのではないかなというようなこ

とですね。その方が簡易で処理がしやすいというふうに。 

【小早川座長】   

苦情申出的な感じでしょうか。 

【和久井先生】   

必ずしもそういう意味ではなくてですね、不服申立てという制度の中で応答が裁決とい

う終局的な、終局裁判と同じような形の応答でなくともよろしいのじゃないかなというよ

うな、ちょっとやわらかい手続にするということも考えて検討した方がよろしいかという

ことであります。ですから、余り行訴法とパラレルに何でも考える必要はないのではない

かなということで、そういうことの一端で申し上げたことです。 

【水野先生】   

それは特別な規定がなくても、今でもできるじゃないですかね。 
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【小早川座長】   

いや、だからそれを、不服申立ての処理の仕方としてそういうものもあっていいと、そ

ういうこと……。 

【水野先生】   

もちろんそう。だから申し上げていたけれども、職権でね、やってしまうと、そうする

と取り下げるというのはこれはもう別にいつでもできる話であって。ちょっと実際にあっ

た例を言いますと、ある事件で税金の更正処分に対して異議の申立てでしたんです。そう

したら異議を認めてくれることになったんだけれども、標準審理期間の３か月を過ぎちゃ

うんですね。それで、その担当者は起案して決裁を取るのに１月ぐらいかかると、３か月

過ぎちゃうので、異議を取り下げてくれという話になりました。それで、異議を取り下げ

た。取り下げるについてはものすごく心配したんだけれども、そこまで言うんだから間違

いないだろうと、異議を取り下げた、そしたら１か月ぐらい後に取消しがあったというわ

けですよね。だからそういういろんなのがありましてね、今ちょっと話がずれたかもわか

りませんが、だからそれは今でも一向にやれるんで。 

【和久井先生】   

取下げがないと却下を、裁決・決定を出さなきゃいけないと、こういうこと。 

【水野先生】   

異議に基づいて取消しをしたんではなくて、職権で取り消したという格好にしているの

ね。だから、申請人が行審法に基づく不服審査の申し出をしたら、何が何でも裁決までく

れといっているというわけではないわけであって、実際に救済されればいいわけですから、

救済されれば当然取り下げる。これはいつでもやれるわけで、わざわざ新たな規定は要ら

ないんじゃないだろうかなと思った。 

【小早川座長】   

いや、和久井先生がおっしゃったのは、私は、間口も広げるかという問題との関連があ

るんじゃないかと思ったんですが、そうではないですか。 

【和久井先生】   

広げるのであればということなんですね。取消し以外の解決、申立てを認めるのであれ

ば、最終的な応答についてもいろいろな形を用意しておいても別にいいんじゃないかなと。 

【雛形先生】   

今御議論になっている点は余り問題のないところだと思うんですが、要するに取下げを

して初めて不服申立て、不服審査申立事件というものの継続がおしまいになるということ

はもちろんそのとおりなんですが、取下げを待たないでその不服審査の対象となっている

審査物ですね、審査物自体が、今、和久井先生が言われたような形で行政側の答えが出た

場合に失われることになるので、いわば広い意味での不服申立ての利益が失われたという

形で一般論にゆだねるのではなくて、相当の行政側の職権発動が行われたことによって、

当該不服審査申立て自体のその係属といいましょうか、それが終了するとそういう形にす
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るということが条文上の表現としてはあり得るのかなと、ちょっとそんなようなことで、

いずれにしましても、多分和久井先生も水野先生もおっしゃっておられることはそんな異

論がないんじゃないかなという感じがします。それで、そういう意味では、私は和久井先

生が言われているような意味の間口を広げるのならば、広げた分、職権発動的な、行政側

の不服申立てを待たないで、行政権運営に積極的な体制をとるということを問題にしてい

くという意味で、広げることになるんですから、出口の方も行政側の相当な積極的な対応

があった場合にそれでよってもって不服申立ての手続が終了するという、何ていったらい

いか、ソフトな対応というシステムがより合理的ではないかという意味で賛成を申し上げ

たいと思います。 

【前田先生】   

確かに、行訴法改正の救済水準まで引き上げるということは、行政不服審査制度研究会

でも議論になったところで、そういう意味で、いままでの御意見を興味深く拝聴しており

ました。ただ、行訴法３７条の２と同じような文言をパラレルに行審法に置くというのは

あまり適切でないように思いますし、しかも類型がかなり複雑になってしまうデメリット

をどう考えるべきかという問題が一つあろうかと思われます。行政不服審査制度研究会の

報告書については、筋としては、事前手続で代替できるという点を重視して、行政手続の

強化という、行手法の改正を含めた手続保障の拡充という趣旨にも理解できると思います。 

 第三者に対する不利益処分の発動を求める非申請型の場合については、やはり不利益処

分の手続の開始の申立権というようなものを認めて、その申立てに対する決定を争えると

いうことまで念頭に置かないと、なかなか救済の水準を引き上げるところまではいかない

のかなと考えております。あとは、弁明手続の強化ですとか、また、利益処分の差止めと

いうことであれば、公聴会の開催の請求権を認めるといったような参加手続の保障ですね、

そういう形で制度設計をする方が、より妥当なのではないかとも思います。 

【小早川座長】   

ちょっと一言。行訴改革に追いつけというのは、確かにそれはあるんですけれども、何

かイメージとして、富士山でいうと、不服審査というのは五合目ぐらいまでの話であって、

広いけれども高さは足りない、その上にずっと伸びていくと、いろいろ制約はあるけれど

も高いところまでいける、これが行訴である、というイメージが若干あるのかなという気

がするんですけれども、私は、行訴と行審というのは山もちょっと違うのかなという感じ

もあるんですけれども、きわめて原始的な。 

【藤村先生】   

いくつか申し上げますが、和久井先生がおっしゃられた点は私も同感なんですが、その

場合に和解で解決するというようなものも、条文的に、制度的に検討の余地はないだろう

かというのが一つ、それから、先ほど来、行審か行手かという話なんですが、やっぱり申

立権みたいなものを認めなければ難しいわけで、そうするとそれを行審の方に書けるかと

いう問題と行手で書くのが難しいというのと、結局難しさは同じじゃないかというふうに

 -26-



思います。それから、ちょっとお話が出たんですが、一定の義務付け的なことを第三者機

関がやってもいいじゃないかということで、いや、裁判所ができるんだから、第三者機関

もできるんではないかと、理屈で言えばそうなんですが、やっぱり裁判所っていうのは、

プロの裁判官がやっているわけですから、第三者機関というのはなかなかそこまでの域に

達していない、臨時の先生が主体な場合が多いわけで、なかなか処分庁あるいは上級行政

機関の持っているあらゆる情報を審査手続で共有するというのは難しいわけで、ケースに

よってはできる場合もあるいはあるのかもしれませんが、かなり取消、これは違法だとか、

あるいは不当だというレベルは出てきた審査資料で言い得るわけですけれども、義務、こ

ういう行為をしなさいよという積極的なところまで認めるというのはなかなか難しいので

はないかというのが率直な私の経験の感想でございます。以上です。 

【小早川座長】   

じゃ、時間もあれですので、最後に山本先生。 

【山本先生】   

私、今日のところでは今、先ほど座長が言われました７ページの第三者が行政庁に職権

発動を求めるという部分がなかなか難しい論点かなと感じておりまして、私は理論的には

それはできると思っておりますが、ただ実際上のことを考えますと、確かに行政訴訟であ

ればそれはできるようになったということがあるんですけれども、訴訟を提起するのと不

服申立てをするのではやはり労力等が全く異なるということがありますし、それから申請

権がある場合であれば一応その申請をする人はそれなりに手間をかけて申請書類をつくっ

て準備をしなきゃいけないということもあるんですが、第三者が申し立てる場合ですね、

どこまでのことをその第三者はする必要があるのかといったようなことがあって、実際上

第三者による職権発動の申立ては気をつけてつくらないと、本当に何でもできてしまうこ

とになりかねないところがあるので、それで私は理論的には可能だとは思うんですが、実

際上どういうふうに制度を組むのかということになるとなかなか検討しなきゃいけない課

題が多いと感じております。 

【小早川座長】   

ありがとうございました。第三者の申立ての仕組みは、確かに、もうちょっと実際問題

として考えてみる必要があると思います。独禁法の４５条でしたっけ、申告の手続があり

ますね。最高裁判決では申請権なしというのですが、その後改正がされていて、やや申出

人に対する応対をきちんとするということになっていて、その辺なんかも、どういうふう

に見るのかっていうのも、一つ参考にはなるかと思います。それは思い付きです。 

 さて、今まさにチャイムが鳴っていますが、予定の時間を過ぎておりますので、この辺

で今日の議論を終了したいと存じます。事務局では本日の議論の結果を踏まえて次回まで

にこの検討資料を修正していただくということをお願いします。その関連で、各先生方に

おかれましては、さらに御意見がありましたら恐縮ですが２月６日火曜日までに事務局に

御連絡いただければ幸いです。 
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 それで、今日どこまで来たかということなんですが、当初の予定によりますと次回の検

討会で本日の議論の続きをさらに行うことにしておりましたが、さて、いかがでしょうか。

本日、相当突っ込んだ議論になったと思います。ただ、重たい問題がありますので議論を

続けるとすればさらに議論はいくらでも続くと思うんですけれども、私としましては、次

の課題もこれまた大変難しい話がありますし、今日のテーマにつきましては一応今日の議

論で第一段階は終えたということにさせていただいて、予定を前倒しして次回は次の項目

に進みたいと思うのですが、よろしゅうございましょうか。特に御異論がなければそうさ

せていただいて、次回は項目６の処分以外のものに対する不服申立てについて御議論をい

ただきたいと存じます。 

 それから、恐縮ですがあと若干申し上げさせていただきます。前回の検討会におきまし

て、中間取りまとめを効果的に行うために原案作成のためのワーキンググループを設けて

はどうかということについてご提案申し上げたところであります。で、その後、地理的条

件など諸般の事情を考慮いたしまして、お名前を申し上げさせていただきますが、小幡先

生、高橋先生、山本先生の３名の方にワーキンググループのメンバーをお願いしたいと考

えております。この３名の方々には、これまでの議論の結果を踏まえてできるだけ早い時

期に中間取りまとめの原案を作成していただいて、皆さんお忙しいところ大変申しわけな

いんですがそうしていただいて、その原案につきまして本検討会で議論をするという運び

にさせていただきたいと思う次第であります。ということで、各先生方におかれましては、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 では最後に事務局から連絡事項がありましたら。はい、水野先生。 

【水野先生】   

座長のおっしゃったので賛成なんですけれども、次回の進め方ですが、今日はかなり事

務局のおつくりになったペーパーと方向性も違うし、整理の仕方も違う部分が今までと違

って結構あったのと、それから、整理の仕方も僕も一部、意見を申し上げたので、次回の

冒頭にその点の意見の交換だけをさせてもらう機会は設けてもらいたいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

【小早川座長】   

今日のテーマでですね。はい。では、用意しておいてください。 

【水野室長】   

はい、分かりました。今後のスケジュールについて御説明いたします。次回の第６回会

合につきましては、２月１３日火曜日１０時から１２時まで、庁舎外でございますが、麹

町にありますルポール麹町の３階のアメジストで開催する予定としております。また、第

７回会合につきましては、２月２７日火曜日１０時から１２時まで、この庁舎の１０階に

あります１００２会議室で開催する予定としております。また、開催の御案内は改めてメ

ールやファクスなどでもさせていただきますので、よろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。 
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【小早川座長】 

 それでは、時間をオーバーしましたけれども、大変密な議論をいただきまして、ありが

とうございました。では、これで第５回の検討会を終わります。どうもありがとうござい

ました。 

～了～ 
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